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大学アーカイブズと大学図書館
●その連携の可能性

はじめに

大学アーカイプズについて概論したうえで，大

学図書館との棲み分けや連携・共働の可能性等に

ついて論じてほしいという編集子からの依頼であ

る。喩者はこの 20年あまり大学アーカイプズの

泄界に身を骰き，実務をする傍ら，大学アーカイ

プズ論の研究にも挑わってきた II。大学アーカイ

プズのI仕界に身を骰いてきたとは瞥いたが，その

経歴のすべては国立大学でのものであり，公・私

立大学の大学アーカイプズについては直接経験し

たことはない。まして大学図書館には一利用者と

して接してきただけである。このような限定のあ

るなかでの論述であることをご理解いただきた

い。

なお，大学図瞥館の立場から大学アーカイプス，

について論じた数少ない研究に阿部伊作のものが

ある叫ご参照いただきたい。

大学アーカイブズの現状

すべての大学に大学図苫館はある。それに対し

て，大学アーカイプズは未だごく一部の大学にし

か置かれていない。大学史編篠室や大学アーカイ

プズが集まった組織に全国大学史汽料協議会があ

かん まさき：大阪大学共創機構社学共創本部

キーワード：大学アーカイプズ，大学図書館，機［月アーカイプ

ズ，収集アーカイプズ， MLA辿批
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るが， 2018年度の機関会員は 102大学のみであ

る（短期大学を含む）。文部科学省「平成 30年度

学校基本調究」によると，大学数782,短期大学

数331, JI・1,113である 3)。全国大学史資料協議

会に加盟していない大学アーカイプズもあるであ

ろうが，大学アーカイプズを有する大学は全大学

の1割程度ということができるであろう。

全国大学史賢料協議会の会貝校のなかでも，国

立大学と私立大学とではアーカイプズのありよう

が大きく異なる。アーカイプズには，機関（組

織）アーカイプズと収集アーカイプズの 2種類が

ある。アメリカ・アーキビスト協会の用語集によ

ると，機関アーカイプズとは親機関によって作成

ないし受理された品録を保管する場であり，収集

アーカイプズは親機関ではなく 11!1人，家族，糾織

から質料を収集して保管する場である ,1)。

私立大学では機関アーカイプズの重要性は認識

しながらも，それを全うすることの困難さが多く

語られ，収躯アーカイプズに活路を見出している

ところが多い。一方，国立大学では，機関アーカ

イブズを業務の中心に据えているところが多い。

2011年に公文書管理法が施行されてからは，

国立大学アーカイプズが機関アーカイプズとして

保存期間が満了した法人文書（公文苦）の移管を

受けるためには，「国立公文書館等」（国立公文：書

館に類する機能を有する施設）として内閣総理大

臣の指定を受けなければならなくなった。現在そ

の指定を受けているのは，国立大学法人北海道大

学大学文書館公文書室，国立大学法人東北大学学

術資源研究公開センター史料館公文書室，国立大
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学法人筑波大学アーカイプズ，国立大学法人東京

大学文翡館，国立大学法人東京外国語大学文曹

館，国立大学法人東京工業大学拇物館惰史料館部

門公文曹室，国立大学法人名古屋大学大学文書質

料室，国立大学法人京都大学大学文書館，国立大

学法人大阪大学アーカイプズ，国立大学法人神戸

大学大学文杏史料室，国立大学法人広島大学文JU'
館，国立大学法人九州大学大学文署館の 12施設

のみである。

全86国立大学法人のうち残りの 74大学は自前

で機関アーカイプズを構築することはできない。

なお，国立大学法人から国立公文曹館に移管する

ことは法的には可能だが，これまで和歌山大学か

ら27文書が移管されたことがあるだけであり，

現実的ではない。ほとんどの大学では，保存期間

を延長する措骰がとられているであろうが，保存

期間満了とともに機械的に廃疵されている危険性

もある。

なお，私立大学は収梨アーカイプズ中心と述べ

たが，機関アーカイブズにも目を配っており，機

関アーカイプズを核とする国立大学も収集アーカ

イプズ機能を担っている。私立大学も社会におい

て公共性を有する存在であるから，機関アーカイ

プズを構築しなければならない51。大学アーカイ

プズは親機関である大学が作成・ 収受した壺料の

移管を受ける機関アーカイプズを基軸としつつ

も，大学という教育研究機関という親組織の性格

に照らして，「教育研究」費料をはじめとする個

人・団体等からの費料の収集も行う収媒アーカイ

プズとしての側面ももったトータルアーカイプズ

であるべきである叫

自治体アーカイプズの場合，少数ではあるが，

公文書に特化した公文開館があるが，教脊研究機

関である大学のアーカイプズの場合，公文杏に特

化した，すなわち機関アーカイプズに特化した

アーカイプズになることはないであろう。

さて，「教育研究」賓料について，雉者は理念

的には大学アーカイプズで取り扱うべきと論じた

ことがあるが", これには異論が多い。研究活動

の成果は学術論文の形で公表されるが，それは大

学図歯館で公開され，また，展示の形で大学1崩物

館で公開されたりするからである。節者は大阪大

学アーカイプズにおいて大学アーカイプズの実務

にあたっているが，研究者としての理念論とは別

に，実務者としては「教育研究」資料の収集につ

いてば惧重になっている。それは，マンパワーや

収蔵スペースなどの問題に関わってくるのである

が，「教育研究」贅料をどう取り扱うかは，大学

アーカイプズの課題である。いや，大学アーカイ

プズのみでなく，大学図酋館や大学t瑚物館とどう

連挑するかという，いわゆる MLA連挑の課題で

もある。

また，大学アーカイプズが取り扱う独自の質料

として「実物資料」がある。文書，写真等に対置

される，ナマのかたちを保つ資料である。例え

ば，記章，門標，記念品， トロフィー，旗，制
いんじ

服， ililJ帽，印璽等であり，これらを収蔵している

大学アーカイプズは少なくない。それに対して，

自治体アーカイプズで「実物費料」収集に稲極的

に取り糾んでいるところは少ないだろう 81。

このように，大学アーカイプズが取り扱う賓料

は多様であるが，無秩序に何でも集めればいいと

いうわけではない。各組織の目的・理念に合致し

ていなければならない。そして，各組織の目的・

理念は，大学アーカイプズ共通の理念と合致して

いる必要もあるであろう。大学アーカイプズの理

念としては，西山伸による理念づけが有効であろ

う。

現在に至る大学の機関としての営みを表す

記録を適切に管理することで，大学内外の研

究・教育および大学の管理巡営に寄与し，そ

のことを通じて社会に貢献すること叫

また，小池璧ーは，大学アーカイプズを， (1)公

文杏館型， (2)年史絹築型， (3)創立者・創立経緯重

視型， (4)同窓会対応型，の四つに類型化してい

るIOI。(1)の公文書館型は憎者がいう機関アーカイ

プズ直視であり，国立大学に多い。 (3)創立者・創

立経緯重視型， (4)同窓会対応型は私立大学に多

い。 (2)年史編築型は国・公・私立大学ともにみら

れるが，多くの場合時限的で，組織の永続性に課

題がある。



独立志向だった大学アーカイブズ

実際のところ，大学アーカイプズと大学図杏館

との関係は疎遠である。それは，大学図書館より

はるかに後発の大学アーカイプズが，その組織を

設骰し確立しようとしたあゆみだったということ

ができそうである。本節では，国立大学アーカイ

プズの設骰のあり方から，大学アーカイプズと大

学図瞥館との関係を見ていきたい。

国立大学アーカイプズの喘矢は， 1963年に設

置された東北大学記念費料室（現東北大学史料

館）である。同室は，『東北大学五十年史』絹篠

事業で利用した資料を保存し利用に供するための

「大学アルカイヴ」として構想されたが，公の場

で議論された最初は，附属図書館商識会において

であった。図書館が事務局と協力しつつ企画・立

案したという。記念資料室は制度上図瞥館から独

立した組織として設骰されたが， 1966年からは

記念賓料室の室貝がJifす）属図瞥館内部に設骰された

「調査研究室」を兼ねるなど，実際は図杏館業務

と費料室業務を兼務していた。施設面においても

附屈図書館の施設の一部を利用し，実態としては

大学図書館と密滸して運営が行われていた)))。

その後長らく日本の国立大学において本格的な

大学アーカイプズは設骰されなかったが， 1987

年には東京大学史史料室が設骰された。これは，

『東京大学百年史』編築完了を受けてのものであ

るが，編築中から大学アーカイプズ設骰に向けて

の調査を行っていた。『東京大学関係諸汽料の保

存と利用に関する予備的研究 昭和 56・57年度

研究調査報告』は，東京大学内に大学文書館を設

骰することを提言したが，その所属については以

下のように述べている。

大学文瞥館は，特定の部局に所属しない学

内共同利用センターが適当と考えられる。た

だし，一般的な単なる研究機関でなく，大学

の行政文書を取り扱うという特殊な性格を考

慮する必要がある。かつ文書の性格及ぴ保存

の方法が異なるため，図杏館からは分離する

ことが望ましい。

ここでは，特定の部局に所屈しないとあること
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に注目したい。そして，特に図書館と分離するこ

とが望ましいと述べている。その理由は大学の行

政文杏を取り扱う，すなわち機関アーカイプズと

しての機能を果たすためとしていることに注目し

たい。機関アーカイプズたるためには大学図書館

では駄目だと考えられていたのである。

1992年には九州大学大学史料室が設置された。

これも『九州大学七十五年史』絹築終了を受けて

のものであったが，九州大学七十五年史編集委員

会小委貝会「九州大学史料の収集・保存について

一九州大学史料室設骰の提言」）2)では，設骰され

るべき史料室の条件として以下の 5点を挙げてい

る。

①独立の機関であること。

②史料の収集・保存に関する専任のアーキビ

ストを配置すること。

③史料の収集・整理・保存・研究を行うのに

充分な場所を確保すること。

④史料室の管理，巡営およぴ史料•室の研究活

動を管掌する •/ir 設の委員会を設骰するこ

と。

⑤史料の収集は，単に年史刊行のみを目的と

するのでなく，九州大学に関する史料を恒

常的に収集・整理することを目的とし，そ

の活動を保証すること。具体的には学内諸

文書の廃棄等の情報が史料室に提供され，

収集・ 保存を容易ならしめるようなシステ

ムをつくること。

九州大学も東京大学と同じく，独立の機関であ

ることを条件として挙げている。そして専任の

ァーキビストを求めている。⑤で述べていること

は，機関アーカイプズとしてのシステム確立であ

る。図瞥館をはじめとする学内諸機関との連挑に

ついて述べるところはない。やはり，機関アーカ

イプズ機能を全うするためには，独立した組織で

専任のアーキビストがいる必要があると考えられ

ていたのである。

2000年には，保存期間が満了したすべての行

政文書の移管を受けて評価選別をすることをもっ

て， 日本初の本格的大学アーカイプズと評される

京都大学大学文害館が設骰された。その設置にあ

たって，京都大学百年史編集委員会が出した「京
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都大学史料の収集・保存およびその利用について

ー京都大学文歯館設樅の提言」 (2000年3月9

日）では，「本学内の他機関との関係」として以

下のように述べている。

質料を取り扱うという観点からいえば，本

学にはすでに附属図苦館や総合栂物館が存在

している。本委員会で提案する文杏館は，第

ーに収集する費料の独自性，第二に収集され

た費料を取り扱う職貝の専門性という二つの

理由から，附屈図杏館や総合栂物館とは別個

の機関として設骰されるべきと考える。

京都大学においても，やはり大学図書館や大学

I應物館とは別個の独立した機関として大学アーカ

イプズが構想された。その理由として収集する衰

料の独自性が挙げられているが，収集する資料の

中心は大学の行政文歯，すなわち機関アーカイプ

ズなのである。

2010年には神戸大学附属図宵館大学文瞥史料

室が設樅された。これまでの大学アーカイブズと

異なり，附属図書館の下に骰かれた大学アーカイ

プズである。 2011年には国立公文・書館等の指定

を受けている。組織上は附属図瞥館の下に骰かれ

たが，スタッフや場所は附属l忍J,lf館とは別個の独

立したものであった。その後， 2018年には附属

屈l祖：館のもとを離れ，独立した神戸大学大学文曹

史料室に改組された。改組の理由としては，「情

報管理・公開に係るリスクの高まりに備えて，国

立大学法人神戸大学としての説明詣務（アカウン

タピリティ）の所在を明確化し，法律に基づき本

学が国民の利用諮求に対して適正に対応できる体

制を整備するため，附属圏瞥館大学文書史料室

を，附属図書館の下部組織としてではなく，学長

の下に置く室として位置づけ，ガバナンスの強化

とコンプライアンスの徹底を図る」131ことが挙げ

られている。名実ともに独立組織となったのであ

る。

以上，主な国立大学アーカイプズの設立要因を

見てきた。いずれも年史編纂を要因とはしている

ものの，設立後は機関アーカイプズたることを目

指していたこと，そしてそのためには独立した組

織であることと専任のアーキビストを求めていた

ことが確認できた。機関アーカイプズたるために

は，大学図杏館をはじめとする学内諸機関と連

挑・ 共働することはできない。このことは，大阪

大学アーカイプズにおいて日々機関アーカイプズ

機能の業務にあたっている箪者の実感でもある。

大学アーカイブズと

大学図書館の連携の可能性

図書館法は第 2条で，「この法律において『図

書館』とは，図宵，記録その他必要な賢料を収集

し，整理し，保存して，一般公衆の利用に供し，

その教養，調査研究， レクリエーション等に汽す

ることを目的とする施設で，地方公共団体， 日本

赤十字社又は民法（明治二十九年法律第八十九

号）第三十四条の法人が設骰するもの（学校に附

属する図酋館又は図杏室を除く。）をいう。」と定

義し，第 3条第 1号では，「郷土衰料，地方行政

衰料，美術品，レコード，フィルムの収集にも十

分留意して，図11f,記録，視党聴伐教育の費料そ

の他必要な沢料（以下「図瞥館汽料」という。）

を収集し，一般公衆の利用に供すること。」と業

務を規定している。

大学図書館は1翌1111'館法の適用対象機関ではない

が，ここで図書館法を引）I]したのは，図書館は図

許に限定せず，さまざまな汽料を収集するところ

であるということである。アーカイプズも収集を

する。では，収集をめぐって，図態館とアーカイ

プズが連拙・共働することが可能なのではなかろ

うか。大阪大学での事例を紹介しつつ考えてみた

い。

2012年に設骰された大阪大学アーカイプズの

前身は， 2006年に設骰された大阪大学文酋館設

置準備室（以下，「準備室」と略記）である。 i焦

備室でまず手がけたのは，『大阪大学五十年史』

絹籐資料の再整理であった。大阪大学五十年史絹

築は 1985年に完了したが，その後大学アーカイ

プズを設骰することはできず，編築汽料は附属図

叫館の買重杏廊に納められた。ただし，図苦館の

蔵杏としては登録されていなかった。再照理の結

果，資料が散逸していたことが判明した。編築費

料の目録は『大阪大学史紀要』第 4号 (1987年）

に掲載されていたので，学外からの1蜀買もあった



が，準備室が設骰されてからは，附屈図曹館と連

挑をとりながら準備室で対応してきた。準備室が

専用の書庫を確保した後は，五十年史編築資料は

準備室に移され，現在の大阪大学アーカイプズの

所蔵質料となっている。

年史編築資料は，図書資料とは異なり多様な形

態をなしている。それゆえか，編築完了後は図書

館や事務局などで死蔵されることが多いが，編篠

時には質料目録が作成されているはずである。そ

の目録を頼りにすると，大学図曹館で腋理・公開

することは可能であろう。大学図曹館の役割に期

待したいし，このことが大学アーカイプズ設骰の

基盤ともなるであろう。

池備室では，将来設骰されるであろう文許館

（仮称）を法人文書を中核とする機関アーカイプ

ズとして構想していた。しかし，準備室ではシス

テマティックな法人文書の移管を受けることはで

きない。そのため，法人文書を補完する資料とし

て，学内刊行物の収集に力を入れた。まずは，下

記に引用した「部局刊行物の寄贈について（依

頼）」という文曹を学内各部局に出し，学内刊行

物の賢料価値について周知するとともに，その収

集について努めた。

平成 18年7月に設骰された文書館設骰準

備室では，近い将来に資料公開を含む本格的

な文書館設骰を目指して，大阪大学の歴史に

関する文書（法人文書を含む。）の収集・照

理・保存及ぴ調在など，文書館設骰に必要な

業務を行っております。

さて，文書館が収集する資料として重要な

ものの中に，全学及ぴ各部局において刊行す

る定期・臨時の印崩刊行物があります。これ

らの刊行物は大阪大学の歩みを適格に伝える

機能を持っており，それを1本系的に収集・保

存する必要があります。つきましては， l.'t部

局におかれまして今後下記の刊行物を発行さ

れた際には，文書館設骰準備室まで 1部御寄

贈いただけますよう，お顧いいたします。ま

た，これまでに発行した刊行物のバックナン

バーがございましたら，合わせて御寄贈いた

だきたく存じます。なお，残部僅少により御
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寄贈いただけない場合は，刊行物のタイトル

をお知らせいただければ幸いです。

何卒よろしくお顧いいたします。

記

収集対象史料（例示）

1 年史，沿革史，略史その他の歴史杏

2 広報誌（紙）・ニューズレター等広報刊

行物

3 股修案内，シラパス，講義時間割表その

他の修学惰料

4 大学概覧，入学案内，部局概要・案内等

5 自己点検評価報告書，外部評価報告杏そ

の他の教育研究活動に関する報告書

6 調査統計報告書その他の行政資料

7 公開講座・講演のプログラム等

8 記念行事等における配布印刷物，記念誌

等

※各部局発行の研究紀要，学術著作物，学術

雑誌等につきましては，原則として収集対

象としておりませんので，ご了承頻いま

す。

その後，準備室では刊行されている学内刊行物

の調査を進め，未所蔵のものについては，個別に

寄贈依頼を行ってきた。そのようなことを数年続

けた結果，現在ではほぼ確実に学内刊行物が大阪

大学アーカイプズに入ってくるようになった。な

お，学内刊行物は 3部まで保存するようにしてい

る。また，京都大学，東北大学，九州大学等で

は，学内刊行物を刊行した際には大学アーカイプ

ズに送付することが規定化されている。大阪大学

では規定化はできていない。

さて，学内刊行物は附属図瞥館でも所蔵してい

るものがある。そのため，附属図曹館との調整を

行った。附属図書館では，最新号を 1年間保存す

ることとし， 1年経過するとそのリストをアーカ

イプズに送付，アーカイプズでは規定数所蔵して

いないものについては附属図曹館にリストを送り

返し移管を受けている。アーカイプズですでに所

蔵しているものについては，附属図杏館は廃棄処

分をしている。学内刊行物の最終所蔵先をアーカ
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イプズとしたのである。小さな取り糾みではある

が，大学アーカイプズと大学図書館との連挑とい

うことができるであろう。

アーカイプズでは，個人・団体から質料の寄贈

を受けているが，これらの贅料の受け入れをめ

ぐって，附属図杏館と協議したことはない。大阪

大学には総合学術栂物館が存在するが， t瑚物館と

は受け入れ先を調照した事例が複数存在する。

個人骰料をめぐっては，蔵湘の扱いがやっかい

である。同一出所の喪料ならば，一括して寄贈を

受けるのが理想的である。だが，収蔵場所の関係

等から，大阪大学アーカイプズでは原則として蔵

柑の寄贈はお断りしている。ただ，泄備室時代

に，附属図瞥館が受け入れを断った図粛を受け入

れたことがある。ただし，内容によって選別し，

大阪に関係する図曹のみを残し，あとは中国の大

学に寄贈した。

大学図書館が蔵舎の寄贈を受けないということ

はよく耳にするが，なんとかならないものだろう

か。専修大学では，個人質料の寄贈のTITし込みが

あった場合，図杏は図瞥館で，残りは大学アーカ

イプズで受け入れるという役割分担ができている

という。蔵酋に杏き込みがあったとしても，大学

アーカイブズではその粛き込みを写真に撮って記

録し，曹籍自体は図曹館に納められるとのことで

ある。大学図牲館にはそれぞれのポリシーがある

であろうが，個人資料の蔵科の受け入れの必要性

についてよくよく検討していただきたい。

結びにかえて―-MLA連携の可能性

大学アーカイプズが独立志向であったことは第

2節で論じた。大阪大学アーカイプズも機関アー

カイプズとしての機能を中核に構想したため独立

志向であったが，学内にはすでに附属図肉館や総

合学術博物館など類縁機関があった。大阪大学

アーカイプズ設置にあたっては，それらとの関係

が問題になることがあった。大阪大学アーカイブ

ズ設箇にあたっての基本文書である「大阪大学文

瞥館（仮称）設骰構想」では，文歯館（仮称）l.J) 

のミッションとして四つを挙げていたが，その 2

番目には以下のような MLA連挑に関する記述が

あった。

①大学史絹築などのため資料整備を進め，大

学史をはじめ広い意味での歴史研究を支援

すること。

②大学の歴史や理念を明らかにすることによ

り，教貝・ 職員・学生に対しては，当該大

学に在籍することの慈義を認識させ（アイ

デンテイティの確立），社会に対しては，

大学の活動の軌跡をアピールすること，総

じて大学広報の窓口の 1つとして機能する

こと。その際， i専物館・図書館など（大阪

大学の場合，懐徳盤・適熟の両記念会， 21

世紀懐徳堂，中之島センターも含まれる）

と連挑することも重要になる。

③組織記録を適切に保存し，公的機関として

過去の事象についても将来にわたって社会

に対する説明賀任（アカウンタビリティ）

を果たすこと。

④文l1l'廃菓やそれに伴う文杏収納スペースの

削減を誰進することによって，文宵管理の

効率化を進め，事務合理化を椎進するこ

と。

この四つのミッションのうち，①②よりも③④

を重視すると説明してきた。③④は機関アーカイ

プズとして果たすミッションである。そのために

は独立した組織であること，そして公文曹管理法

に基づいて国立公文酋館等の指定を受ける必要が

あると主張してきたが，図書館， i専物館とは連携

すると説明してきた叫

第2節で神戸大学大学文書史料室が当初は附属

図瞥館の下に1性かれていたと述べた。そのことに

よるメリットがある。同室のデータベースは，図

杏館のシステムをもとに元図書館職員であった再

雁用職貝が構築したものである。大学アーカイブ

ズのデータベースでは唯一国立公文書館のデータ

ベースと横断検索が可能となっている。これなど

は，大学アーカイプズと大学図曹館の連携・共働

の成果ということができるであろう。

また，国立公文署館等には指定されていない

が，国立大学アーカイプズをめぐっていくつかの

新しい傾向がみられる。信州大学大学史費料セン

ター"', 和歌山大学大学史衰料室＂）は，ともに



大学図曹館の下に骰かれている。現状では収集

アー カ イ プ ズ で あ るが，今後の動きを注視した

い。

田窪直規は，図瞥館と栂物館は両端に位骰し，

文柑館は両者の中1月にある，図杏館と文滸館は

くっつきやすく，文書館と1恵物館もくっつきやす

いと述べている181。本稿では，大阪大学での乏し

い連挑について述べたのみだが，大学アーカイプ

ズと 大 学 図 曹 館 の 連挑はまだまだできそうであ

る191。大学t瑚物館との連挑も含めて模索したい。
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付記

本稿校正中に，加藤諭「国立大学におけるアーカイ

プズの誕生ー東北大学五十年史編邸と記念質料室の成

立一」（「東北大学史料館紀要」第 14号， 2019年 3月）

を得た。第 2節で紹介した東北大学記念質料室につい

て，附属柊11'1'館との関係や，公文書も含めた全学的な

史質料の移管体制を形成する構想を持っていたが，そ

れが実現をみることはなかったことが論じられている。

ご参照いただきたい。




